
令和８年２月１７日

プロポーザル結果の公表

「あきる野市子どもの学習・生活支援事業運営業務委託」に係る事

業者の選定に当たり実施した公募型プロポーザルの結果について、

次のように公表します。

１ 件名

あきる野市子どもの学習・生活支援事業運営業務委託（単価契約）

２ 受注者特定の経過

（１）公示（案件公表） 令和７年１０月 ９日

（２）参加申込書等の提出期限 令和７年１０月２１日

（３）企画提案書等の提出期限 令和７年１１月２６日

（４）プレゼンテーション 令和７年１２月１７日

（５）審査結果の通知（発送） 令和７年１２月２３日

３ 応募事業者数

３者（うち、１者は参加辞退）

４ 選定結果（受託候補者）

株式会社学研エル・スタッフィング

東京都豊島区高田３丁目１４番２９号

５ 選定の内容

別紙のとおり



５ 選定の内容

あきる野市子どもの学習・生活支援事業運営業務委託（単価契約）

№ 審 査 項 目 審 査 事 項 配 点

株式会社

学研エル・ス

タッフィング

Ａ社

１
社会情勢や事

業に対する理

解・実績・熱

意

国や地方公共団体における子どもの貧困対策への取組（生活困窮者自

立支援制度、他の地方公共団体における先進事例）など、本事業を実

施する上で必要となる知識を有し、本事業の目的、内容等を十分に理

解し、熱意を持って事業を実施できるか。

８０ ５４ ５６

２ これまでの取組実績が豊富で良好な結果を残しているか。 ８０ ５８ ５６

３

実施体制

委託業務を適正かつ確実に遂行できる事務局の体制になっているか。 ８０ ５８ ６０

４

子どもに対する学習支援や保護者を含めた生活習慣・育成環境の改善

等に関する居場所支援、相談支援を行うことができるだけの知識及び

経験を有する人材を適切に確保し、配置できる体制となっているか。

１２０ ８４ ７８

５ 支援者に対する研修やバックアップ体制は十分に確保されているか。 １２０ ８７ ８７

６
本事業の実施に当たっての課題や利用者に対する必要な支援などにつ

いて、市や関係機関との情報共有・連携が図れる体制となっているか。
４０ ２９ ２７

７
事故やトラブルへの対策が講じられており、発生時には迅速に対応で

きる体制となっているか。
４０ ２８ ２６

８ 災害時等に迅速に対応できる体制となっているか。 ４０ ２７ ２６

別紙



№ 審 査 項 目 審 査 事 項 配 点

株式会社

学研エル・ス

タッフィング

Ａ社

９

実施内容

子どもたちの学習理解度に合わせた支援を行い、学習習慣及び基礎学

力の定着を図ることができるか。
１２０ ８１ ９０

10
子どもたちが生活習慣の形成や社会性等を得るための居場所を提供で

きるか。
１２０ ８４ ７５

11
日常生活や学校生活上の悩み、進路等の相談について、子どもたちに

寄り添いながら応じ、適切に助言や支援を行うことができるか。
１２０ ９０ ８４

12

家庭の状況を適切に把握し、保護者に対する養育支援を確実に行うこ

とができるか。また、公的支援等の情報提供や助言を行い、必要な支

援につなげることができるか。

１２０ ８１ ８１

13 個人情報保護
個人情報を保護するため、本市における「外部委託における情報セキ

ュリティ遵守事項」に基づき、必要な措置が講じられているか。
８０ ５２ ５０

14 作業工程
事業実施に当たってのスケジュールが具体的に設定され、実現性・妥

当性のある提案となっているか。
４０ ２３ ２５

15 提案額
価格評価点＝配点 (10 点 )× (最低提案見積額÷提案見積額 )（小数点以

下第二位を切捨てし、小数点以下第一位までの値とする。）
８０ ７６ .８ ８０

合 計 １，２８０ ９１２ .８ ９０１


